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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査物の三次元画像が取得される前に且つ該被検査物における深度方向の位置を調整
する際に取得された該被検査物の複数の二次元断層画像のうち、前記複数の二次元断層画
像よりも少ない枚数の二次元断層画像を選択する選択手段と、
　前記選択された複数の二次元断層画像を重ね合わせ処理して新たな二次元断層画像を生
成する生成手段と、
　前記複数の二次元断層画像が取得された後に取得された三次元画像と前記新たな二次元
断層画像とのうち少なくとも一方を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記複数の二次元断層画像は、前記被検査物における平面方向の所定の位置で取得され
た画像であり、
　前記三次元画像は、前記被検査物のおける平面方向の異なる位置で取得された複数の二
次元断層画像から構成された画像であることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置
。
【請求項３】
　前記複数の二次元断層画像は、前記被検査物の三次元画像を取得する指示前に前記被検
査物における平面方向の略同一の位置で取得された画像であり、
　前記三次元画像は、前記被検査物の三次元画像を取得する指示後に前記被検査物のおけ
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る平面方向の異なる位置で取得された複数の二次元断層画像から構成された画像であるこ
とを特徴とする請求項１あるいは２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記被検査物の三次元画像を取得する指示直前の二次元断層画像の深度方向の位置に、
前記複数の二次元断層画像のうち前記指示直前の二次元断層画像の他の二次元断層画像の
深度方向の位置を合わせる位置合わせ手段を有することを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記重ね合わせ処理は、加算平均処理、中央値算出処理、重み付け加算平均処理のうち
少なくとも一つの処理であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画
像処理装置。
【請求項６】
　被検査物の三次元画像が取得される前に且つ該被検査物における深度方向の位置を調整
する際に取得された該被検査物の複数の二次元断層画像のうち、前記複数の二次元断層画
像よりも少ない枚数の二次元断層画像を選択する選択手段と、
　前記選択された複数の二次元断層画像を重ね合わせ処理して新たな二次元断層画像を生
成する生成手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　前記選択手段が、前記複数の二次元断層画像のうち画質評価値が閾値以上である二次元
断層画像を選択することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像処理装
置。
【請求項８】
　前記被検査物が被検眼であり、
　前記新たな二次元断層画像における前記被検眼の眼底の層を検出する第一の層検出手段
と、
　前記第一の層検出手段の検出結果に基づいて、前記三次元画像を構成する複数の二次元
断層画像それぞれから前記眼底の層を検出する第二の層検出手段と、
　を有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記第二の層検出手段が、
　前記第一の層検出手段の検出結果に基づいて、前記三次元画像を構成する複数の二次元
断層画像のうち、該新たな二次元断層画像が取得された位置に対応する位置で取得された
第一の二次元断層画像から前記眼底の層を検出し、
　前記検出した結果に基づいて、前記三次元画像を構成する複数の二次元断層画像のうち
、前記第一の二次元断層画像に隣接する第二の二次元断層画像から前記眼底の層を検出す
ることを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記三次元画像を構成する複数の二次元断層画像のうち、該新たな二次元断層画像が取
得された位置に対応する位置で取得された二次元断層画像を表示手段に表示させ、前記新
たな二次元断層画像から検出した層を該表示した二次元断層画像に重ねて表示させる表示
制御手段を有することを特徴とする請求項８あるいは９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画像処理装置の各手段とし
て実行させるためのプログラム。
【請求項１２】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画像処理装置と、前記被検査物を撮影する撮
影装置とが通信可能に接続される画像処理システムであって、
　前記撮影装置が、前記被検査物の三次元画像が取得される前に且つ該被検査物における
深度方向の位置を調整する際に、該被検査物を撮影して該被検査物の複数の二次元断層画
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像を取得することを特徴とする画像処理システム。
【請求項１３】
　前記被検査物の三次元画像を取得する指示を行う指示手段を有し、
　前記複数の二次元断層画像は、前記指示手段による指示前に前記被検査物における平面
方向の略同一の位置で取得された画像であり、
　前記三次元画像は、前記指示手段による指示後に前記被検査物のおける平面方向の異な
る位置で取得された複数の二次元断層画像から構成された画像であることを特徴とする請
求項１２に記載の画像処理システム。
【請求項１４】
　被検査物の三次元画像が取得される前に且つ該被検査物における深度方向の位置を調整
する際に取得された該被検査物の複数の二次元断層画像のうち、前記複数の二次元断層画
像よりも少ない枚数の二次元断層画像を選択する選択手段と、
　前記選択された複数の二次元断層画像を重ね合わせ処理して新たな二次元断層画像を生
成する生成手段と、
　を有することを特徴とする撮影装置。
【請求項１５】
　被検査物の三次元画像が取得される前に且つ該被検査物における深度方向の位置を調整
する際に、該被検査物の複数の二次元断層画像のうち、前記複数の二次元断層画像よりも
少ない枚数の二次元断層画像を選択する工程と、
　前記選択された複数の二次元断層画像を重ね合わせ処理して新たな二次元断層画像を生
成する工程と、
　前記複数の二次元断層画像が取得された後に取得された三次元画像と前記新たな二次元
断層画像とのうち少なくとも一方を表示手段に表示させる工程と、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１６】
　前記被検査物の三次元画像を取得する指示直前の二次元断層画像の深度方向の位置に、
前記複数の二次元断層画像のうち前記指示直前の二次元断層画像の他の二次元断層画像の
深度方向の位置を合わせる工程を有することを特徴とする請求項１５に記載の画像処理方
法。
【請求項１７】
　被検査物の三次元画像が取得される前に且つ該被検査物における深度方向の位置を調整
する際に取得された該被検査物の複数の二次元断層画像のうち、前記複数の二次元断層画
像よりも少ない枚数の二次元断層画像を選択する工程と、
　前記選択された複数の二次元断層画像を重ね合わせ処理して新たな二次元断層画像を生
成する工程と、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１８】
　前記選択する工程において、前記複数の二次元断層画像のうち画質評価値が閾値以上で
ある二次元断層画像を選択することを特徴とする請求項１５乃至１７のいずれか１項に記
載の画像処理方法。
【請求項１９】
　前記被検査物が被検眼であり、
　前記新たな二次元断層画像における前記被検眼の眼底の層を検出する第一の層検出工程
と、
　前記第一の層検出工程の検出結果に基づいて、前記三次元画像を構成する複数の二次元
断層画像それぞれから前記眼底の層を検出する第二の層検出工程と、
　を有することを特徴とする請求項１５乃至１８のいずれか１項に記載の画像処理方法。
【請求項２０】
　前記第二の層検出工程において、
　前記第一の層検出工程の検出結果に基づいて、前記三次元画像を構成する複数の二次元
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断層画像のうち、該新たな二次元断層画像が取得された位置に対応する位置で取得された
第一の二次元断層画像から前記眼底の層を検出し、
　前記検出した結果に基づいて、前記三次元画像を構成する複数の二次元断層画像のうち
、前記第一の二次元断層画像に隣接する第二の二次元断層画像から前記眼底の層を検出す
ることを特徴とする請求項１９に記載の画像処理方法。
【請求項２１】
　前記三次元画像を構成する複数の二次元断層画像のうち、該新たな二次元断層画像が取
得された位置に対応する位置で取得された二次元断層画像を表示手段に表示させ、前記新
たな二次元断層画像から検出した層を該表示した二次元断層画像に重ねて表示させる工程
を有することを特徴とする請求項１９あるいは２０に記載の画像処理方法。
【請求項２２】
　請求項１５乃至２１のいずれか１項に記載の画像処理方法の各工程をコンピュータに実
行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼部における断層画像の高画質化に関する技術である。
【背景技術】
【０００２】
　光干渉断層計（ＯＣＴ；Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ
）などの眼部の断層画像撮影装置は、網膜層内部の状態を三次元的に観察することが可能
である。この断層画像撮影装置は、疾病の診断をより的確に行うのに有用であることから
近年注目を集めている。
【０００３】
　眼科の診断においては、網膜層全体の状態を把握するためにボリューム画像と、低画質
な断層画像には写らない層を把握するための高画質な二次元断層画像とが用いられる場合
がある。
【０００４】
　ＯＣＴで得られる断層画像の画質は、網膜に入射される近赤外光の強度に依存する。こ
のため、断層画像の画質を向上させるためには、網膜に照射する光の強度を上げる必要が
あるが、安全性の観点から、網膜に照射可能な光の強度には限界がある。このため、安全
上、問題のない強度範囲で近赤外光の照射を行いつつ、高画質な断層画像を生成すること
が望まれている。このような要求に対して、撮影した二次元の断層画像群を、互いに重ね
合わせることにより、ノイズの少ない断面画像を生成する技術が開示されている（特許文
献１参照）。
【０００５】
　一方、ＯＣＴで撮影した網膜の断層画像から各層の厚みを計測できれば、緑内障などの
疾病の進行度や治療後の回復具合を定量的に診断することが可能となる。これらの層の厚
みを定量的に計測するために、コンピュータを用いて断層画像から網膜の各層の境界を検
出し、各層の厚みを計測する技術が開示されている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２３７２３８号公報
【特許文献２】特開２００７－３２５８３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１では、異なる走査線で撮像された画像から一つの画像を生成してい
る。そのため、ノイズの低減と撮像位置の位置ずれがトレードオフの関係にある。また、
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眼はまばたきや固視微動などが起こるため、隣接画像同士が類似しているとは限らない。
そのため、隣接する画像同士の重ね合わせでは、医師（以下「術者」と呼ぶ場合もある）
が最も見たい位置の画像が高画質で得られるとは限らない。また、コンピュータを用いて
断層画像から網膜の各層の境界を検出し各層の厚みを計測する場合において、断層画像の
層検出の高精度化も望まれている。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、断層画像の画質を向上させることを目
的とする。または、層検出の精度を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するための、本発明の一態様による画像処理装置は、
　被検査物の三次元画像が取得される前に且つ該被検査物における深度方向の位置を調整
する際に取得された該被検査物の複数の二次元断層画像のうち、前記複数の二次元断層画
像よりも少ない枚数の二次元断層画像を選択する選択手段と、
　前記選択された複数の二次元断層画像を重ね合わせ処理して新たな二次元断層画像を生
成する生成手段と、
　前記複数の二次元断層画像が取得された後に取得された三次元画像と前記新たな二次元
断層画像とのうち少なくとも一方を表示手段に表示させる表示制御手段と、を有する。
　また、上記の目的を達成するための、本発明の一態様による画像処理方法は、
　被検査物の三次元画像が取得される前に且つ該被検査物における深度方向の位置を調整
する際に、該被検査物の複数の二次元断層画像のうち、前記複数の二次元断層画像よりも
少ない枚数の二次元断層画像を選択する工程と、
　前記選択された複数の二次元断層画像を重ね合わせ処理して新たな二次元断層画像を生
成する工程と、
　前記複数の二次元断層画像が取得された後に取得された三次元画像と前記新たな二次元
断層画像とのうち少なくとも一方を表示手段に表示させる工程と、を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、高画質な断層画像を得る事ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】画像処理システムの構成を示す図である。
【図２】画像処理装置における断層画像撮影処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】ボリューム画像と断層画像生成処理を説明するための図である。
【図４】撮影を行う範囲と撮影指示前後で撮影を行う位置を説明するための図である。
【図５】断層画像において網膜層の撮影位置設定を説明するための図である。
【図６】撮影位置を設定するための走査線パターンの一例を示す図である。
【図７】画像処理システムの構成を示す図である。
【図８】画像処理装置における断層画像撮影処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】層検出結果を他の断層画像に適用する一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（実施例１）
　以下、図面を参照しながら、本発明の第１の実施形態について説明する。なお、本実施
形態に係る画像処理装置は、被検眼のボリューム画像を撮影するにあたり、網膜層の撮影
位置を決めるために撮影している断層画像を用いて、ノイズを低減した二次元断層画像を
生成することを特徴としている。なお、ボリューム画像とは、二次元断層画像の集合のこ
とをいう。
【００１３】
　本実施形態によれば、１度の撮影で、高画質な二次元断層画像と、広範囲を撮影したボ
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リューム画像とを取得することが可能となる。ここで、高画質とは一度の撮像と比較して
Ｓ／Ｎ比が向上している画像をいう。または、診断に必要な情報量が増えている画像のこ
とをいう。
【００１４】
　以下、本実施形態に係る画像処理装置を備える画像処理システムについて、詳細を説明
する。なお、本実施形態においては、通常の二次元断層画像から１高画質な二次元断層画
像と、広範囲を撮影したボリューム画像とを１度の撮影で取得する場合について説明を行
う。
【００１５】
　図１は、本実施形態に係る画像処理装置１１０を備える画像処理システム１００の構成
を示す図である。図１に示すように、画像処理システム１００は、画像処理装置１１０が
、インタフェースを介して断層画像撮影装置１２０と接続されることにより構成されてい
る。
【００１６】
　断層画像撮影装置１２０は、眼部の断層画像を撮像する装置であり、例えばタイムドメ
イン方式のＯＣＴやフーリエドメイン方式のＯＣＴからなる。なお、断層画像撮影装置１
２０は既知の装置であるため、詳細な説明は省略する。
【００１７】
　画像処理装置１１０は、画像取得部１１１、画像記憶部１１２、画像処理部１１３、表
示制御部１１４、指示取得部１１５とを備える。
【００１８】
　画像取得部１１１は、断層画像撮影装置１２０により撮影された断層画像を取得し、画
像記憶部１１２に格納する。画像記憶部１１２では、指示取得部１１５で取得した、操作
者による撮影指示のタイミング前後の断層画像をそれぞれ区別して記憶しておく。画像処
理部１１３では、画像記憶部１１２で区別して記憶している断層画像から、高画質な二次
元断層画像と三次元の断層画像とを生成する。
【００１９】
　図３（ａ）に、断層画像撮影装置１２０で撮影した網膜の黄斑部ボリューム画像の模式
図を示す。図３（ａ）において、Ｔ１～Ｔｋは黄斑部の二次元断層画像である。すなわち
、ボリューム画像は異なる箇所を撮影した二次元断層画像の集合により形成される。
次に、図２を参照して本実施形態の画像処理装置１１０の処理手順を示す。
【００２０】
　＜ステップＳ２０１＞
　ステップＳ２０１では、網膜層を撮影するために、不図示の制御部により、被検眼の平
面方向（図３（ａ）のｘ－ｙ平面）と深度方向（図３（ａ）のｚ方向）の位置を調整する
。ここで深度方向の位置を合わせるとは、断層像を得るためのコヒーレントゲートの位置
を合わせることに相当する。
【００２１】
　操作者が網膜層の位置合わせを行う間、断層画像撮影装置１２０は同一箇所を繰り返し
走査し続け、同一箇所の二次元断層画像を不図示の表示部に表示する。操作者は、その二
次元断層画像を見ながら平面方向と深度方向の位置を調整する。図５は、二次元断層画像
中の所望の位置に網膜層を調整して撮影を行う様子を示している。縦軸は時間ｔを示し、
不図示の制御部により網膜層の位置を調整することによって、断層画像のＳ／Ｎが高くな
る。画像記憶部１１２では、指示取得部１１５が撮影開始の指示を取得する前後の断層画
像をそれぞれ区別して記憶しておく。通常、医師（術者）は、表示部に映し出される二次
元断層画像が所望の位置に落ち着いたら撮影の開始をはじめる。したがって、撮影を開始
する前に撮影された画像は、撮影開始のタイミングに近づくにつれて所望の位置に近づい
ている。そして、所望の位置で落ち着いたら撮影を開始する。
【００２２】
　ここで、図４を用いて網膜層の撮影位置設定と断層画像取得について具体的に説明をす
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る。
図４（ａ）は、図３（ａ）のボリューム画像をｘ－ｙ平面で見た図である。図４（ａ）に
おいて、Ｒはボリューム画像を撮影する範囲を示し、Ｌは、操作者が網膜層の位置合わせ
を行う間、断層画像撮影装置１２０が被検眼の同一箇所を繰り返し走査する位置を示して
いる。撮影範囲Ｒの左横の数値は、二次元断層画像を撮影する位置の番号を示したもので
ある。ここでは、ボリューム画像の縦解像度（ｙ方向）を１２８、繰り返し撮影をする箇
所を中心の６４番目とする。そして、操作者はその繰り返し撮影をする断層画像を見なが
ら、網膜層の位置合わせをする場合を例として説明を行う。図４（ｂ）は、撮影指示前後
で撮影をするボリューム画像の位置の番号を示している。図４（ｂ）において、横軸は時
間ｔであり、ｔ１のタイミングで指示取得部１１５が撮影指示を取得した場合を示してい
る。指示取得部１１５が撮影指示を取得するまでは、断層画像撮影装置１２０は同じ位置
（６４）を撮影し続け、撮影指示を取得すると、断層画像撮影装置１２０は異なる位置（
１～１２８）を順番に撮影する。
【００２３】
　＜ステップＳ２０２＞
　ステップＳ２０１で、不図示の制御部により網膜層を撮影するのに適した位置に調整を
行った後、ステップＳ２０２で、不図示の撮影指示部により撮影開始を指示する。
【００２４】
　＜ステップＳ２０３＞
　ステップＳ２０３では、操作者が撮影指示（図４（ｂ）ｔ１のタイミング）をすると、
不図示の制御部により、ｘ－ｙ平面を順番に走査して、１２８枚の二次元断層画像を撮影
する。画像取得部１１１では、撮影指示前は被検眼の同一箇所を繰り返し撮影した断層画
像を取得し、撮影指示後は被検眼の異なる箇所を撮影した断層画像を取得する。そのため
、画像記憶部１１２では、撮影指示前と撮影指示後の二次元断層画像を区別して記憶して
おく。ここで、画像記憶部１１２では、撮影指示前の画像を全て保持しておくのではなく
、撮影指示のタイミングから遡った所定期間又は所定のＮ枚の画像（図４（ｂ））を重ね
合わせ候補画像として記憶しておくのが望ましい。これは、位置合わせを開始した直後の
断層画像は所望の位置とは異なる場所を撮影しているためであり、撮影指示を行う直前の
画像は、所望の位置とほぼ同じ位置を撮影しているためである。
【００２５】
　＜ステップＳ２０４＞
　ステップＳ２０４では、画像処理部１１３が、画像記憶部１１２に記憶された断層画像
を用いて、高画質な二次元断層画像と、広範囲を撮影したボリューム画像を生成する。始
めに、重ね合わせ処理により、高画質な二次元断層画像を生成する処理について説明をす
る。
【００２６】
　画像選択部１１６は、画像記憶部１１２に記憶された撮影指示開始前のＮ枚の二次元断
層画像から、所定の条件を満たす画像の選択を行う。まず、まばたきやケラレのおきてい
る断層画像を重ね合わせ候補画像から除く。この場合、撮影中であれば画像記憶部１１２
から候補画像を削除しておくとよりよい。不要な画像を減らし有用な画像をより残すこと
ができるためである。また、所定の条件を満たす画像が少ない場合には、画像選択部１１
６は、撮影指示のタイミングから遡った所定期間をのばすか、保存する画像の枚数を増や
す。これにより、撮影時の画像に近い画像を選択する機会が増え、画質の向上につながる
。
【００２７】
　これらの画像除去の方法としては、二次元断層画像のＳ／Ｎ比を計測し、閾値Ｔｈ１以
下の二次元断層画像は除去する。あるいは、閾値Ｔｈ２で二値化を行い、閾値以上の面積
が一定数以下の二次元断層画像を除去する。閾値は、断層画像撮影装置１２０の特性を基
に事前に設定しておく。または、被検眼毎に判別分析法やＰ－Ｔｉｌｅ法などを用いて、
動的に閾値を設定するようにしても良い。次に、基準画像を選択する。基準画像としては
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、撮影した最新の画像とする。撮影指示があった時には最新の画像は（図４（ｂ）ｔ１の
タイミング）の画像となる。ただし、その瞬間の画像がまばたきなどにより除去されてい
る場合には、重ね合わせ候補画像の中で最後に撮影された断層画像（例えば、ｔ１－１に
撮影された断層画像）を基準画像として用いる。これにより、撮影指示開始前に観察中の
画像も高画質化することもできる。また、位置合わせの初期では重ねあわせを行わず、所
定時間の経過に従い重ねあわせに用いる画像を増やすことでＳ／Ｎの向上と画像のボケの
抑制との両立を図ることもできる。また、観察時には重ね合わせを行わずに、撮影指示開
始後に重ね合わせを行ってもよい。
【００２８】
　次に、位置合わせ部１１７において、二次元断層画像同士の位置合わせを行う。位置合
わせ処理としては、例えば、２つの断層画像の類似度を表す評価関数を事前に定義してお
き、この評価関数の値が最も良くなるように断層画像を変形する。評価関数としては、例
えば、画素値で評価する方法が挙げられる（例えば、相関係数を用いて評価を行う方法が
挙げられる）。また、断層画像の変形処理としては、例えば、アフィン変換を用いて並進
や回転を行ったり、拡大率を変化させたりする処理が挙げられる。重ね合わせ処理には、
評価関数の値が閾値Ｔｈ３以上の断層画像を用いる。すなわち、これらの処理によって、
重ね合わせ候補画像Ｎ枚のうち、重ね合わせ画像としてＭ枚を選択する。
【００２９】
　なお、以下、複数断層画像での重ね合わせ処理においては、断層画像間の位置合わせ処
理は既に完了しているものとする。
【００３０】
　ここでは、同一断面における重ね合わせ枚数Ｍが２枚の場合について説明する。図３（
ｂ）は、複数の断層画像を処理し、１枚の断層画像を合成画像として生成する断層画像生
成処理（異なる時刻に撮影された、異なる断層画像上に位置する走査線の加算平均処理）
を説明するための図である。図３（ｃ）は、各画素あたりＭ個（本実施例では２個）の画
素を用いて加算平均処理を行うことにより生成された高画質な二次元断層画像（合成画像
）である。つまり、図３（ｃ）において、Ａｉｊ”は対応する走査線について加算平均処
理を行うことにより算出された新たな走査線である。
【００３１】
　図３（ｂ）において、Ｔｉ’とＴｉ＋１’とは、同一断面をそれぞれ異なる時刻に撮影
した断層画像である。Ａｉｊ’、Ａ（ｉ＋１）ｊ’は、断層画像Ｔｉ’とＴｉ＋１’にお
けるそれぞれの走査線（Ａ－ｓｃａｎ）を表している。画像生成部１１８は、Ａｉｊ’、
Ａ（ｉ＋１）ｊ’の走査線について加算平均処理を行うことにより、図３（ｃ）における
Ａｉｊ”を算出する。なお、高画質な二次元断層画像（合成画像）の生成処理は、加算平
均処理に限定されるものではなく、中央値算出処理、重み付加算平均処理などを用いても
よい。
【００３２】
　次に、画像生成部１１８は、画像記憶部１１２に記憶されている撮影指示後の複数の二
元断層画像から図３（ａ）に示すボリューム画像を生成する。
【００３３】
　＜ステップＳ２０５＞
　ステップＳ２０５では、表示制御部１１４は、ステップＳ２０４で生成したボリューム
画像と高画質な二次元断層画像の少なくともいずれかを不図示の表示部に表示する。
【００３４】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態では、網膜層の撮影位置を決めるために撮
影している断層画像を用いて、高画質な二次元断層画像を生成するとともに、広範囲を撮
影したボリューム画像を生成する構成とした。
【００３５】
　この結果、撮影時間を増やすことなく、高画質な二次元断層画像と、広範囲を撮影した
ボリューム画像を一度の撮影で取得する事が出来るため、被検者と撮影者の負荷を軽減す
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ることが出来る。また、位置合わせに用いる画像は医師（術者）が観察しなが撮影してい
るため、位置合わせの終了が近づくにつれて同一場所の二次元画像が取得される。このた
め、位置ずれの少ない画像を重ね合わせることができ高画質化につながる。
【００３６】
　さらに、位置合わせに用いた二次元画像から選択した画像を用いることができるため、
さらに高画質化が可能である。
【００３７】
　なお本実施形態では、ボリューム画像と、１枚の高画質な二次元断層画像を生成する方
法について説明したが、本発明はこれに限らない。例えば、図６（ａ）、（ｂ）に示すよ
うに、網膜層の位置合わせを行うための走査パターンが複数あっても良い。図６において
、Ｒはボリューム画像を撮影する範囲を示し、Ｌ１～Ｌ６は、操作者が網膜層の位置合わ
せを行う間、断層画像撮影装置１２０が被検眼の同一箇所を繰り返し走査する位置を示し
ている。
【００３８】
　画像記憶部１１２では、撮影指示前の二次元断層画像を各走査位置（Ｌ１～Ｌ６）で区
別して記憶しておき、それぞれの位置で上述した処理を行うことによって、複数の高画質
な二次元断層画像を取得することが可能となる。
【００３９】
　（実施例２）
　上記第１の実施形態では、網膜層の撮影位置を決めるために撮影している断層画像を用
いて、高画質な二次元断層画像を生成するとともに、広範囲を撮影したボリューム画像を
生成した。本実施形態では、上記で生成した高画質な二次元断層画像を用いて網膜層のセ
グメンテーションを行い、その結果を用いて、ボリューム画像における網膜層をセグメン
テーションすることを特徴としている。
【００４０】
　本実施形態によれば、高画質な二次元断層画像でセグメンテーションを行った結果を初
期値（あるいはリファレンス）とし、ボリューム画像のセグメンテーションを行う。それ
により、ボリューム画像のセグメンテーションを高精度に行う事が可能となる。
【００４１】
　図７は、本実施形態に係る画像処理装置７１０を備える画像処理システム７００の構成
を示す図である。図７に示すように、画像処理装置７１０は、画像取得部１１１、画像記
憶部１１２、画像処理部７１３、表示制御部７１４、指示取得部１１５とを備える。この
うち、画像処理部７１３、表示制御部７１４以外は、上記第１の実施形態と同様の機能を
有するため、ここでは説明を省略する。
【００４２】
　画像処理部７１３において、第一の層検出部７１９は、高画質な二次元断層画像から網
膜層を検出し、第二の層検出部７２０は、ボリューム画像から網膜層を検出する。位置合
わせ部７１７は、高画質な二次元断層画像で層検出した結果を、ボリューム画像と位置合
わせをする処理を行う。
【００４３】
　以下、図８、図９を参照して本実施形態の画像処理装置７１０の処理手順を示す。なお
、ステップＳ８０５、ステップＳ８０６以外は、第１実施形態のステップＳ２０１～ステ
ップＳ２０４と同様なので説明は省略する。
【００４４】
　＜ステップＳ８０５＞
　ステップＳ８０５では、初めに高画質な二次元断層画像から網膜層を検出する。
【００４５】
　まず、第一の層検出部７１９は、二次元断層画像に対して平滑化フィルタ処理を行い、
ノイズ成分を除去する。そして、エッジ検出フィルタ処理を行い断層画像からエッジ成分
を検出し、層の境界に相当するエッジを抽出する。低画質な断層画像と比較して、高画質
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な二次元断層画像はノイズ成分が抑制され、網膜層内の信号成分が強調されている。その
ため、層境界に相当するエッジ成分を精度良く抽出することが出来る。第一の層検出部７
１９は、エッジ検出をした二次元断層画像から背景領域を特定し、背景領域の輝度値特徴
を二次元断層画像から抽出する。そして、次に、エッジ成分のピーク値と、ピーク間の輝
度値特徴を用いることで、各層の境界を判定する。
【００４６】
　例えば、第一の層検出部７１９は、硝子体側から眼底の深度方向にエッジを探索し、エ
ッジ成分のピークと、その上下の輝度特徴と、背景の輝度特徴から、硝子体と網膜層との
境界を判定する。さらに、第一の層検出部７１９は、眼底の深度方向にエッジを探索し、
エッジ成分のピークと、ピーク間の輝度特徴と、背景の輝度特徴を参照して、網膜色素上
皮層境界を判定する。以上の処理によって、層の境界を検出することができる。その様子
を図９（ａ）に示す。図９（ａ）は、高画質な二次元断層画像Ｔｉ”から検出した網膜層
の各境界（１～６）を示したものである。ボリューム画像で層検出を行う際に、図９（ａ
）で示す層境界の結果を参照する。
【００４７】
　二次元断層画像で求めた層検出結果をボリューム画像に適用するために、位置合わせ部
７１７は位置合わせ処理を行う。図９（ｂ）を用いて、この位置合わせ処理について説明
を行う。図９（ｂ）は高画質な二次元断層画像Ｔｉ”とボリューム画像の中心を撮影した
断層画像Ｔｋ／２を示している。本実施例において、高画質な二次元断層画像Ｔｉ”は、
ボリューム画像を撮影する前に、ボリューム画像の中心に相当する位置を撮影していた断
層画像群から生成したものである。しかし、眼は固視微動などによりわずかに動くため、
ボリューム画像の中心付近数枚の断層画像と位置合わせを行い、最適な位置を選択する。
位置合わせの方法は、実施例１のステップＳ２０４で示した方法を用いるため、ここでは
説明を省略する。ボリューム画像の中心付近数枚の断層画像で最も評価値が高くなる断層
画像に、二次元断層画像の網膜層検出結果（図９（ｂ）１～６）を重ね合わせる。
【００４８】
　次に、第二の層検出部７２０は、ボリューム画像から網膜層を検出する。まず、第二の
層検出部７２０は、ボリューム画像に対して平滑化フィルタ処理を行い、ノイズ成分を除
去する。そして、エッジ検出フィルタ処理を行い断層画像からエッジ成分を検出し、層の
境界に相当するエッジを抽出する。次に、第一の層検出部７１９で検出した網膜層の各境
界（図９（ｂ）１～６）を初期値として、上下方向でエッジを探索し、ボリューム画像中
の１枚の二次元断層画像において網膜層を検出する。あるいは、第一の層検出部７１９で
検出した網膜層の各境界を初期値として、動的輪郭法（ＳｎａｋｅｓやＬｅｖｅｌＳｅｔ
など）を適用して、ボリューム画像中の１枚の二次元断層画像において網膜層を検出する
。高画質な二次元断層画像と比べ画質が良くないボリューム画像中の１枚の二次元断層画
像において、精度良く網膜層を検出することが出来る。それにより、ボリューム画像から
各層領域ごとの特徴量や背景領域の特徴量（輝度値の平均、分散、標準偏差など）を抽出
することが出来る。第二の層検出部７２０は、そこで求めた特徴量を用いて、三次元の全
ての断層画像から網膜層検出を行う。
【００４９】
　例えば、第二の層検出部７２０は、初期値で求めた断層画像以外の断層画像において、
硝子体側から眼底の深度方向にエッジを探索する。そして、エッジ成分のピークと、その
上下の輝度特徴と、ボリューム画像中の１枚の二次元断層画像で求めた背景の輝度特徴を
参照し、硝子体と網膜層との境界を判定する。
【００５０】
　あるいは、第二の層検出部７２０がボリューム画像から網膜層を検出する方法として、
ＧｒａｐｈＣｕｔのようなグラフ理論を用いた手法で層の境界を検出してもよい。Ｇｒａ
ｐｈＣｕｔでは初期値としてｓｅｅｄが必要なため、第一の層検出部７１９で求めた網膜
層検出結果をボリューム画像に適応した、網膜層領域内部をＧｒａｐｈＣｕｔの初期値（
ｓｅｅｄ）として用いる。画像の各ピクセルに対応したノードと、ｓｉｎｋとｓｏｕｒｃ
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ｅと呼ばれるターミナルを設定し、ノード間を結ぶエッジ（ｎ－ｌｉｎｋ）と、ターミナ
ルとノードを結ぶエッジ（ｔ－ｌｉｎｋ）を設定する。ＧｒａｐｈＣｕｔの初期値として
、あらかじめ物体領域Ｏ（Ｏｂｊｅｃｔ　ｓｅｅｄ）と背景領域Ｂ（Ｂａｃｋｇｒｏｕｎ
ｄ　ｓｅｅｄ）となるピクセルを設定する。この場合、第一の層検出部７１９で求めた層
領域をボリューム画像に適応した層領域内のピクセルをＯ、その他の領域をＢとする。そ
して、これらのエッジに対して重みを与えて作成したグラフに対して、最小カットを求め
ることにより、層を検出することができる。
【００５１】
　第一の層検出部７１９の結果を適応した断層画像と隣接する断層画像では、空間情報を
利用して網膜層を検出する。隣接する断層画像間の位置合わせが済んでいるボリューム画
像において、隣接する断層画像同士に撮影されている網膜層形状の類似度は高い。そのた
め、第一の層検出部７１９の結果を適応した断層画像の網膜層検出結果を、隣接する断層
画像に適応することが出来る。
【００５２】
　第一の層検出部７１９の結果を適応した断層画像で、物体と背景の境界から距離が離れ
るピクセルでは、対応する隣接断層画像のピクセルにおいても、物体と背景が入れ替わる
可能性は低い。すなわち、例えば第一の層検出部７１９の結果を適応した断層画像のピク
セルが背景である場合、対応する隣接断層画像のピクセルは背景である可能性が高い。そ
のため、隣接断層画像の対応するピクセルにおいて、背景であるという情報を用いてｔ－
ｌｉｎｋのコストを設定する。また、第一の層検出部７１９の結果を適応した断層画像で
、物体と背景の境界付近のピクセルでは、対応する隣接断層画像のピクセルは物体と背景
のどちらになるか分からない。そのため、背景か物体である可能性が同程度に起こりうる
という情報を用いて、対応する隣接断層画像のピクセルにおいてｔ－ｌｉｎｋのコストを
設定する。
以上の処理を三次元の全ての断層画像に適応して、網膜層検出を行う。
【００５３】
　＜ステップＳ８０６＞
　ステップＳ８０６では、表示制御部７１４は、ステップＳ８０４で作成したボリューム
画像と高画質な二次元断層画像の少なくともいずれかを表示すると共に、ステップＳ８０
５で検出した層境界を不図示の表示部に表示する。表示方法としては、断層画像上に層境
界を重畳表示する。あるいは、断層画像と並べてグラフとして表示しても良い。さらには
、層検出結果から任意の層の厚みを計測し、計測結果を表示しても良い。
【００５４】
　以上で述べた構成によれば、ボリューム画像と共に高画質な二次元断層画像を同時に得
る構成である。そのため、ボリューム画像のセグメンテーションを行う際に、高画質な二
次元断層画像でセグメンテーションを行い、その検出結果を初期値とし、ボリューム画像
をセグメンテーションする。それにより、ボリューム画像のセグメンテーションを高精度
に行う事が可能となる。また、上述したようにボリューム画像の撮影開始をする前に、位
置合わせのために撮像した二次元断層画像をセグメンテーションに用いている。したがっ
て、ボリューム画像と二次元撮像画像の位置の相関が高いためより高精度にボリューム画
像のセグメンテーションを行うことができる。さらに、位置合わせに用いた二次元断層画
像は、術者が観察したい位置を反映している、したがって、ボリューム画像のセグメンテ
ーションにも術者の意図を反映できるものである。
【００５５】
　なお、本実施形態において、高画質な二次元断層画像は、網膜層の撮影位置決めのため
に撮影している断層画像を用いて作成した画像について説明したが、本発明はこれに限ら
ない。例えば、撮影指示後に同一箇所を複数撮影して得た断層画像から生成した高画質な
二次元断層画像を参照して層検出を適応しても良い。あるいは、走査間隔を小さく（解像
度を高く）して生成した高画質な二次元断層画像を参照して層検出を適応しても良い。さ
らには、異なる時刻に撮影された高画質な二次元断層画像を参照して層検出を適応しても
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良い。すなわち、ボリューム画像よりも高画質な断層画像が得られる構成であれば、本実
施形態を適用する事が出来る。
【００５６】
　（その他の実施形態）
　上記のそれぞれの実施形態は、本発明を画像処理装置として実現したものである。しか
しながら、本発明の実施形態は画像処理装置のみに限定されるものではない。本発明をコ
ンピュータ上で動作するソフトウェアとして実現することも可能である。画像処理装置の
ＣＰＵは、ＲＡＭやＲＯＭに格納されたコンピュータプログラムやデータを用いてコンピ
ュータ全体の制御を行う。また、画像処理装置の各部に対応するソフトウェアの実行を制
御して、各部の機能を実現する。
【符号の説明】
【００５７】
　１１０　画像処理装置
　１２０　断層画像撮影装置
　１１２　画像記憶部
　１１３　画像処理部
　１１４　表示制御部
　１１５　指示取得部
　１１６　画像選択部
　１１７　位置合わせ部
　１１８　画像生成部
　７１９　第一の層検出部
　７２０　第二の層検出部

【図１】 【図２】
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